


国民体育大会開催基準要項細則

１

　

国民体育大会開催基準要項（以下「本則」という。）第７項第１号の３（開催地が複数の都道府県にま

　

たがる場合）

　　

総合開・閉会式場及び競技会場地の決定については、当該都道府県が協議の上、日本スポーツ協会

　

の承認を得なければならない。

２

　

本則第７項第４号の２（施設基準）

　　

大会の競技施設は既存施設の活用に努め、施設の新設・改修等にあたっては、大会開催後の地域ス

　

ポーツ推進への有効的な活用を考慮し、必要最小限にとどめるものとする。

　

なお、本施設基準は、会場地市町村等が各競技場を整備する上での基準であり、開催県及び市町

　

村等において各中央競技団体との調整を行い弾力的に運用できるものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（国民 体育大会施設基準：４２頁参照）

３

　

本則第８項第１号及び第１０項第４号（参加資格及び年齢基準等）

　

（１） 大会及びブロック大会

　　

１）参加資格

　　　

① 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日本国籍

　　　　

を有しない者であっても、大会に参加することができる。

　　　　　

（ｉ） 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうちの「永住者」（「日本国との平和

　　　　　　

条約に基づき日本の国籍を離脱Ｌた者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特

　　　　　　

別永住者」を含む）

　　　　　

（ｉｉ） 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者。

　　　　　

ｉ）

　

「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、大会実施要項が

　　　　　　

定める参加申込時に１年以上在籍していること。

　　　　　

ｉｉ）

　

「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」又は「家族滞在」

　　　　　　　

（中学３年生）に該当していること。

　　　　　

（ｉｉｉ） 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者。

　　　　　

ｉ）

　

少年種別年齢域にあった時点において前号（ｉｉ）に該当していた者であること。

　　　　　

ｉｉ）

　

「出入国管理及び難民認定法”こ定める在留資格のうち、大会終了時において「留

　　　　　　

学」に該当しないこと。

　　　　

［注］ 上記（ｉａ）－ｎ）について、大学及び専修学校等に在籍する者は、「出入国管理及び

　　　　　　

難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する場合も「留学」と同等に扱う。

　　　

② 選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長及び都道府県体協等会長が代表とし

　　　　

て認め選抜した者であること。

　　

③ 前々回又は前回の大会（都道府県大会及びブロック大会を含む）に選手又は監督として参加

　　　　

した者が異なる都道府県から参加する場合については、２ 大会以上の間を置かなければなら

　　　　

ない。ただし、次の場合は該当しないこととする。

（ｉ） 成年種別
ｉ）

　

新卒業者
ｉｉ）

　

結婚又は離婚に係る者

　　

［注］ｉ）及びｎ）は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。

２９



　　　

ｉｉｉ）

　

ふるさと選手（５１頁の「国民体育大会ふるさと選手制度」による）

　　　

［注］５２ 頁の「ＪＯＣ エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、

　　　　　

ふるさと選手として参加する者を含む。

　　　

（ｉｉ）少年種別

　　　

ｉ）

　

新卒業者

　　　

ｉｉ）

　

結婚又は離婚に係る者

　　　

ｉｉｉ）

　

一家転住に係る者（５２頁の「一家転住等に伴う特例措置」による）

　　　　　　

［注］ｉ）からｉｉｉ）は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。

　　　

ｉｖ）

　

ＪＯＣエリートアカデミーに在籍する者（５３頁の「ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の

　　　　　

参加資格の特例措置」による）

　

④ 選手と監督の兼任は、同一種別内に限る。

　

⑤ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ１ 競技

　　

に限り参加できる。

　

⑥ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはできな

　　

いｏ

　

⑦ 上記のほか、選手については次のとおりとする。

　　　

（ｉ）

　

本則第１８項に定める都道府県大会等に参加し、これを通過した者であること。ただし、

　　　　　

別に定める「国民体育大会予選会免除に関する要領」（５４頁）及び「トップアスリートの

　　　　　

国民体育大会参加資格の特例措置」（５５頁）に基づき予選会への参加が免除となっ

　　　　　

た者については、この限りではない。

　　　

（ｉｉ） 健康診断を受け、健康であることを証明された者であること。

　　　

（ｉｉｉ） ドーピング検査対象に選定された場合には、検査を受けなければならない。

　

⑧」；記のほか、監督については、大会開催年の４月１日以前から本大会終了１１寺まで（冬季大会

　　

については、大会開催前年の１０月１日以前から本大会終了時まで）日本スポーツ協会公認

　　

スポーツ指導者制度に基づき当該競技団体が定める公認資格（コーチ１～４、教師、上級教

　　

師）を保有している者とする。
２）選手の年齢基準及び所属都道府県

　

選手の年齢基準及び所属都道府県は、次のとおりとする。

　

ただし、日本スポーツ協会が特に認める場合、以下の年齢基準にかかわらず、競技ごとに年齢
区分を設定することができるものとし、年齢の下限は大会開催年（冬季大会は前年）の４月１日現在、
１４歳（中学３年生）とする。

　

①成年種別

　　

大会開催年（冬季大会は前年）の４月ＩＥＩ現在、１８歳以上の者とし、次のいずれかに属する都

　

道府県を選択すること力むぐきる。

　　　

（ｉ） 居住地を示す現住所

　　

（ｉｉ） 勤務地

　　

（ｉｉｉ） ふるさと（５１頁の「国民体育大会ふるさと選手制度」による。）

　　　

［注］５３ 頁の「ＪＯＣ エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、

　　　　　

ふるさと選手として参加する者を含む。

　

② 少年種別

　　

大会開催年（冬季大会は前年）の４月１日現在、１５歳以上１８歳未満の者とし、次のいずれか

　

に属する都道府県を選択することができる。

　　

（ｉ） 居住地を示す現住所

　　

（ｉｉ） 「学校教育法」第１条に規定する学校の所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０


